
令和元年 7月 23日  

都道府県農業法人組織 御中 

公益社団法人日本農業法人協会  

 

日本農業法人協会会員向け保険制度のご案内 

 

当協会の活動に日頃よりご理解・ご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当協会では、本年度も会員向けに令和元年度 保険制度（令和元年 10 月始期契約）の募集

を下記により実施することといたしました。 

 つきましては、未加入者向けに下記の案内を直接通知するとともに、既加入者には直接しおり等

資料送付しておりますので、ご承知おきいただき、加入推進にご協力賜れば幸いです。 

なお、「記名式傷害保険」は損害率の増加等に伴い昨年度に比べて保険料が増加しており、同保険

既加入法人にはその旨のご案内を口頭等により行っておりますので申し添えます。 

記 

＜送付資料一覧＞ 

 ①保険商品チラシ   4部 

 ②保険見積依頼書 1部 

 

 

１．保険のラインナップ 

 記名式傷害保険（共栄火災海上保険商品） 

業務中の怪我などへの補償 
 

≪こんな方にオススメ≫ 

 怪我に対する補償だけが欲しい！ 

 会社の一部の人だけ加入したい！ 
 

    以下の箇所をご参照ください。 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 業務災害補償保険（共栄火災海上保険の例） 

業務中の怪我などへの補償 ＋ それによる従業員への損害賠償費用への補償 
 

≪こんな方にオススメ≫ 

 怪我に対する補償も欲しいし、損害賠償にも備えたい！ 

 会社全体で加入したい！ 

 コストパフォーマンスを重視したい！ 
 



    以下の箇所をご参照ください。 

  



２．保険の必要性 

（１）農業は危険な仕事！？ 

  皆様の認識にはないかもしれませんが、農

業は非常に怪我の多い仕事であることが、近

年の調査により判明しています。 

 

「農作業事故を防ごう」という意識と、「万一に備えよう」という意識の２つが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）従業員への損害賠償は倒産リスク！？ 

  従業員が作業中に怪我を負った場合、使用

者は損害賠償責任を負う可能性があります。

ここには、多額の慰謝料が計上され得るので

す。その金額は、事業の倒産リスクといえる金額にのぼる場合が考えられます。 

 

  損害賠償を行っても経営に打撃はないか？という自問自答のもと、「万が一に備えよう」という

意識が重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 「労災事故の高額判決例」 

ＪＡ共済作成動画 「明日も農業をつづけるため

慰謝料や逸失利益は、労災で給付されません！ 



３．記名式傷害保険について（共栄火災海上保険商品） 

（１）記名式傷害保険とは 

 ＜ポイント＞ 

① 業務中の怪我などを補償 

② 保険の対象者をリストアップして加入（会社の一部の人だけの加入可能） 

③ 団体割引 10％の適用があり、一般の契約加入に比べて安価 

 

 

（２）保険料 

 同封のチラシに記載していますので、ご参照ください。 

 

 

（３）手続きの流れ 

 以下のとおりお手続きください。 

 なお、保険開始日時は、令和元年 10月 1日 16時です。 

期限 内容 

8 月 9 日 
☑ 詳細資料の請求依頼について以下宛先へ TEL 

宛先 日本農業法人協会 山﨑・名取宛 TEL:03-6268-9500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）詳細資料 

詳細資料「事務のしおり」がございますので、ご参照ください。「事務のしおり」は、当協会ホ

ームページ内からダウンロードいただけます。 

 

❏ダウンロード先 http://hojin.or.jp/agri/health_system/n_syougai.html 

 

 

 

 

  

http://hojin.or.jp/agri/health_system/n_syougai.html


４．その他の保険制度について 

 （詳しくは各保険会社の保険商品チラシをご覧ください。） 

 

（１）業務災害補償保険とは（共栄火災海上保険の例） 

 ＜ポイント＞ 

① 業務中の怪我などに加え、熱中症などの一部症状も補償 

② 従業員への損害賠償費用も補償 

③ 会社全体で加入するので、社員の異動に伴う手続きが不要 

④ 割引の適用と損保３社の見積りで、安価かつ納得して加入 

 

 

（２）保険料（目安） 

以下は、過去のお見積り例でございます。保険料は割引があり、一般の契約に比べて安価な保険料

でご加入いただけます。 

加入者 主な補償内容 保険料 

A 社 
売上高：1 億円規模 

主業：生産 

通院 2000 円（入院・手術・死亡・後遺障害

有） 

使用者賠責 1 億円／役員 24H 補償 etc 

約 ３5，０００ 
円 

B 社 
売上高：２億円規模 

主業：生産 

通院 2000 円（入院・手術死亡・後遺障害有） 

使 用 者 賠 責 1 億 円 ／ 役 員 込 み      

etc 

約 67，０００ 
円 

※ 詳細な保険料については、下記（３）の手続きにてお見積りいたします。 

 

 

（３）手続きの流れ 

 以下のとおりお手続きください。 

 なお、保険開始日時は、令和元年 10月 1日 16時です。 

期限 内容 様式の場所 

8 月 9 日 
☑ 「見積依頼書」へ必要事項を記入し以下宛先へ FAX 

宛先 日本農業法人協会宛 FAX:03-3237-6811 

同封② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【お問合せ先】 

日本農業法人協会 山﨑・名取 TEL：03-6268-9500、FAX:03-3237-6811 

以  上 


